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序序章章  計計画画のの背背景景とと目目的的及及びび位位置置づづけけ  
11  計計画画のの背背景景とと目目的的  

 

平成 16年 10月 1日に大島郡の久賀町、大島町、東和町、橘町の 4町が合併して誕生した本

町では、これまでに学校をはじめ公民館、町営住宅などの公共施設や道路、橋りょうなどのイ

ンフラを整備してきました。 

しかし、その多くは昭和 30年代～50年代の高度経済成長期に建設されてきました。これら

の施設は、築年数の経過による老朽化で、改築や大規模な改修が必要な時期を迎えており、財

政負担が大きくなることが予測されます。 

また、本町の人口は、昭和 35 年以降、減少を続けており、平成 27 年には 17,199 人（国勢

調査）まで減少しています。人口減少や少子高齢化の進行は、町民ニーズに変化を生じさせ、

公共施設に対する需要も大きく変化しており、その対応が必要になっています。 

さらに、人口の減少にともなって町税収入も減少しており、今後の少子高齢化の進行は社会

福祉関連経費を増加させ、町財政は逼迫することが想像されます。 

そのため、公共施設等への投資、維持管理・更新にあたっては、これまでの考え方を大きく

転換させる必要があります。本町では、全ての公共施設等を対象に、公共施設等の現状と将来

見通しを踏まえて、将来の世代に過大な負担を残さない公共施設等の最適な配置を実現する

「周防大島町公共施設等総合管理計画」を策定します。この計画により、公共施設等の保有や

維持管理、大規模改修、建替えなどに対しては、中長期的な視点から計画的・効果的に推進し、

財政負担の軽減・平準化を図ります。 
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22  計計画画のの位位置置づづけけ  
 

国は、インフラの老朽化が急速に進展することへの対応として、「インフラ長寿命化基本計

画」を、平成 25年 11月に策定しました。 

総務省は、全ての公共施設等を対象に、10年以上の長期的な視点から、財政負担の軽減・平

準化、公共施設等の最適な配置を実現するための総合管理計画、いわゆる「公共施設等総合管

理計画」を、平成 28年度までに策定するよう、平成 26年 4月に地方公共団体に対して要請し

ました。 

それらを受けて、本計画は、国が示した「インフラ長寿命化基本計画」及び「公共施設等総

合管理計画の策定にあたっての指針」に基づき、公共施設等総合管理計画として位置づけ、策

定するものです。 

また、本計画は、「周防大島町総合計画」で定める本町の将来像を踏まえて策定するととも

に、既存の個別施設計画や関連する計画との整合を図ります。 

今後、施設類型ごとの管理に関する具体的な実施計画（施設類型別実施計画）を定める場合

には、本計画に定める方針に則したものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)計画対象施設の範囲 

本計画は、町有財産のうち、建物施設及びインフラ施設を対象とします。 

 

        ◆計画対象範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町
有
財
産 

公共施設等 

土 地 

その他 

建物施設 

インフラ施設 

庁舎、公民館、学校、公営住宅等の建物施設 

道路、トンネル、橋りょう等 

周防大島総合計画 インフラ長寿命化基本計画 

公共施設等総合管理計画の策定

にあたっての指針 

周防大島公共施設等総合管理計画 

施設類型別実施計画 
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(2)計画対象施設の分類 

本計画における公共施設等の施設類型は、総務省により提示されている分類を参考とし、以

下のとおり分類します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設区分 大分類 中分類 施設名称例

市民文化系施設 集会施設 神領コミュニティセンター、油宇公民館など

社会教育系施設 博物館等 久賀ふるさと館、陸奥記念館など

スポーツ施設 和田地区体育館、総合体育館など

レクリエーション施設・観光施設 青少年旅行村、ガルテンヴィラ大島など

保養施設 自然休養村管理センター、竜崎温泉潮風の湯など

産業系施設 産業系施設 産地形成促進施設、大島地区農産物加工センターなど

学校 安下庄小学校、安下庄中学校など

その他教育施設 東和学校給食センター、久賀学校給食センターなど

幼保・こども園 久美保育所、蒲野保育所など

幼児・児童施設 三蒲児童の館

高齢福祉施設 しらとり苑、和田苑など

障害福祉施設 橘かんころ楽園

保健施設 国民健康保険保健福祉施設総合センター、農業者健康管理センター

その他社会保険施設 久賀福祉センター、旧安下庄駅事務所（社会福祉協議会）など

庁舎等 久賀庁舎、橘庁舎など

消防施設 第６分団機庫、第１０分団機庫など

その他行政系施設 旧森野中学校など

公営住宅 公営住宅 西方住宅、船越住宅など

公園 公園 飯の山公園、橘グリーンパーク内公衆トイレ・管理棟など

供給処理施設 供給処理施設 環境センター、清掃センターなど

その他 その他 旧民俗資料館、車庫など

道路 町道・農道・林道

橋りょう 橋りょう

トンネル 火畑隧道トンネル、志佐隧道トンネルなど

インフラ施設 道路・橋りょう

公共施設

スポーツ・レクリエーション系施設

学校教育系施設

子育て支援施設

保健・福祉施設

行政系施設
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第第 11 章章  公公共共施施設設等等のの現現況況及及びび将将来来のの見見通通しし  
11  人人口口のの現現況況とと見見通通しし  
(1)人口動向 

本町の総人口は、昭和 35年以降、年々減少しており、平成 27年には 17,199人（国勢調査）

まで減少しています。 

平成 27年の年齢 3区分別人口をみると、年少人口は 1,162人（6.8％）、生産年齢人口は 7,106

人（41.3％）、老年人口は 8,914 人（51.8％）で、山口県平均と比して、年少人口の割合は約

5.0ポイント、生産年齢人口の割合は約 12.3ポイント低く、一方で、老年人口の割合は約 21.0

ポイント高くなっています。 

年齢 3区分別人口の推移は、年少人口及び生産年齢人口の割合が年々低下し、老年人口の割

合が上昇しています。 

 

■人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：Ｈ22及びＨ27の年齢人口の内訳については、年齢不詳を除く 資料：国勢調査
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4,043

3,022
2,453 2,029 1,732
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(2)将来人口の見通し 
本町の将来人口の見通しは、平成 27 年 12 月に策定された「周防大島町人口ビジョン」に

よると、約 10年後の平成 37年に 13,726人、約 20年後の平成 47年に 11,190人、約 40年後

の平成 67年に 7,994人になると推計されています。 

また、年齢 3区分別人口の割合は、平成 37年には、年少人口（0～14歳）8.0％、生産年齢

人口（15～64歳）38.6％、老年人口（65歳以上）53.4％と、平成 47年には、年少人口 9.0％、

生産年齢人口 39.6％、老年人口 51.4％になると推計されています。また、約 40年後の平成 67

年には、年少人口 11.1％、生産年齢人口 43.9％、老年人口 45.0％になると推計されています。 

 

■将来人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：H22は実績値（国勢調査） 資料：周防大島町人口ビジョン
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22  財財政政のの現現況況とと見見通通しし  
 

人口問題に伴う少子化対策や高齢化による社会保障費の増加への対応など、行政ニーズが多

様化するなか、財政問題も公共施設の整備計画に大きく影響を及ぼします。長期的な財政経営

の視点から、より健全な財政運営を進めることによる持続可能な財政構造を確立することが重

要な課題となっていることを踏まえ、本町の財政について、概要を確認します。 

普通会計の歳入歳出の構造をみると、平成 26 年度の歳入決算額は約 149.2 億円、歳出決算

額は約 142.6億円で、約 6.6億円の歳入超過となっています。 

 

■平成 26 年度 歳入決算額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 26 年度 歳出決算額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省　平成26年度市町村決算カード

地方税, 1,374

地方交付税, 
8,403

その他一般財

源, 322

地方債, 1,194

国庫支出金, 
1,342

県支出金, 931

その他特定財

源, 1,352

合計

149億1,958万円

(百万円)

資料：総務省　平成26年度市町村決算カード

人件費, 2,052

物件費, 1,610

維持補修費, 
105

扶助費, 1,902

補助費等, 1,680

投資的経費, 
1,642

公債費, 2,359

繰出金, 2,209

積立金,投資・出

資金・貸付金, 
701

合計

142億6,004万円

(百万円)
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(1)歳入 

歳入構造では、過去 10 年間を通じて、地方交付税、国庫支出金、地方税の占める割合が大

きくなっています。特に、地方交付税の占める割合が 50％を超えています。 

地方交付税は、79～89億円で、地方税は、13～14億円で推移しています。 

また、地方債は、近年 10億円前後で推移しています。 

 

■歳入決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○過去 10年間の歳入は、おおむね 140～160億円程度で推移しており、平成 26年度の歳入

は約 149.2億円となっています。 

○今後は生産年齢人口の減少等により、地方税の減少傾向となることが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省　市町村決算カード（各年度）
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1,3521,361 1,139

1,317
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915 1,076 975
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8,345 8,116 7,910 8,104 8,405 8,884 8,832 8,698 8,605 8,403

1,371 1,402 1,499 1,508 1,438 1,399 1,389 1,367 1,390 1,374

584 631 474 440 415 421 361 310 304 322

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
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その他一般財源

地方交付税

地方税
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(2)歳出 

性質別歳出では、人件費、公債費、繰出金の割合が高くなっています。 

平成 17年度と比較して、平成 26年度では人件費が約 8億円、投資的経費が約 18億円、公

債費が約 7億円減少したのに対し、扶助費は約 7億円増加しています。 

投資的経費は平成 17、18 年度において 30 億を越えて支出されていますが、近年は、16～

22億円前後で推移しています。 

 

■歳出決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○過去 10年間の歳出は、おおむね 140～160億円程度で推移しており、平成 26年度の歳出

は約 142.6億円となっています。 

○人件費は減少しているものの、社会保障に係る扶助費は年々増加しています。 

○義務的経費の増加が見込まれるため、今後の投資的経費等の確保に課題が残ります。 

 

 

資料：総務省　市町村決算カード（各年度）

2,838 2,699 2,792 2,582 2,442 2,367 2,248 2,220 2,046 2,052

1,638 1,439 1,311 1,331 1,436 1,388 1,596 1,613 1,674 1,610

56 52 60 65 120 102 127 81 108 105

1,194 1,119 1,096 1,047 1,089 1,240 1,273 1,721 1,780 1,902

1,596
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3,340 2,797
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2,433 2,502 1,980 1,823 2,198 1,642

3,102
2,992
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2,862 2,692 2,462 2,356 2,298 2,359

667
285

244

527

822 1,303
867 1,121 849

701
2,163

2,162
2,066
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2,261 2,439
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扶助費

維持補修費

物件費

人件費
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投資的経費の内訳は、災害復旧事業費として平成 17 年度に約 7 億円、平成 18 年度に約 3

億円、平成 25年度に約 6千万円を支出しているほかは、普通建設事業費で占められています。 

直近 10年間の普通建設事業費の平均は約 22.7億円、このうち、建物の整備費用は平均で約

12.3億円、インフラ（道路と橋りょう）の整備費用は平均で約 4.0億円です。 

 

■投資的経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省　市町村決算カード（各年度）、庁内資料
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公共施設整備費
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33  公公共共施施設設のの現現況況  
 

本町の公共施設の特徴、建物施設とインフラ施設に分けて整理します。 

 

(1)建物施設 

本町の公共施設のうち、建物施設は延べ床面積合計約 20万㎡の規模です。 

 

①用途別床面積 

公共施設はさまざまな町民ニーズを反映して整備され、施設用途も様々です。 

町役場などの「行政施設」、小中学校などの「学校教育施設」、公営住宅などがその用途の代

表的なものですが、それ以外にも「文化施設」「社会教育施設」「スポーツ・レクリエーション

施設」「子育て支援施設」「保健福祉施設」などの用途があります。 

本町の公共施設の特徴は、全体の約 22.5%を占める学校教育施設と約 20.6%を占める公営住

宅施設で、全体の約 4割を占めることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     資料：固定資産台帳 

対象施設 割合

①市民文化系施設 19,570.44 ㎡ 9.7%

②社会教育系施設 10,228.44 ㎡ 5.1%

③ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 22,630.97 ㎡ 11.2%

④産業系施設 4,187.35 ㎡ 2.1%

⑤学校教育系施設 45,247.19 ㎡ 22.5%

⑥子育て支援施設 1,555.18 ㎡ 0.8%

⑦保健・福祉施設 7,504.05 ㎡ 3.7%

⑧行政系施設 14,043.06 ㎡ 7.0%

⑨公営住宅 41,583.03 ㎡ 20.6%

⑩公園 457.26 ㎡ 0.2%

⑪供給処理施設 8,950.05 ㎡ 4.4%

⑫その他 25,573.29 ㎡ 12.7%

合  計 201,530.29 ㎡ 100.0%

総延床面積

①市民文化系

施設9.7%

②社会教育系

施設
5.1%

③ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰ

ｼｮﾝ

系施設
11.2%

④産業系施設
2.1%⑤学校教育系

施設
22.5%

⑥子育て支援

施設0.8%

⑦保健・福祉施設
3.7%

⑧行政系施設
7.0%

⑨公営住宅
20.6%

⑩公園
0.2%

⑪供給処理施設
4.4%

⑫その他
12.7%

①市民文化系施設

②社会教育系施設

③ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

④産業系施設

⑤学校教育系施設

⑥子育て支援施設

⑦保健・福祉施設

⑧行政系施設

⑨公営住宅

⑩公園

⑪供給処理施設

⑫その他
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②町民一人当たりの延床面積 

公共施設の床面積の合計を町民数で割って算出する公共施設の「一人当たり面積」について

は、適正とされる面積は示されていません。ただ、一人当たり面積が大きいと町民サービスが

手厚くなりますが、財政面に大きな影響を与えます。そのため、一概に大きい方が良いとは言

い切れません。ただし、本町と類似した自治体との比較により、本町はどのような状況にある

かは確認できます。 

そこで、本町と人口規模が類似した山口県内の他自治体（人口 10,000 人～35,000 人程度）

との比較を行い、本町の公共施設の一人当たり面積を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         資料：*1.国土交通省 国土地理院「平成 27年面積」 

                            *2.住民基本台帳（平成 28年 1月 1日現在） 

                            *3.「自治体別人口・公共施設延床面積リスト」（東洋大学）   

 

□本町が保有する公共施設の町民一人当たり延床面積は 11.42㎡となっており、本町と人

口規模が類似している近隣自治体の住民一人当たり延床面積平均6.38㎡の約1.79倍と、

多い保有状況となっています。 

□全国自治体（人口 10,000人～35,000人程度）平均との比較においても、同様に約 2.04

倍と、多い保有状況です。 

 

都道府県 市区町村 面 積 *1 人 口 *2
公共施設

延床面積 *3
1人当たり
延床面積

山口県 平生町 34.6k㎡ 12,528人 51,015㎡ 4.07㎡/人

山口県 田布施町 50.4k㎡ 15,750人 64,617㎡ 4.10㎡/人

山口県 周防大島町 138.1k㎡ 17,649人 201,530㎡ 11.42㎡/人

山口県 美祢市 472.6k㎡ 26,116人 263,000㎡ 10.07㎡/人

山口県 柳井市 140.1k㎡ 33,338人 181,386㎡ 5.44㎡/人

6.38㎡/人

5.61㎡/人

　近隣類似規模（上記4自治体）自治体平均

　全国類似規模（人口10,000人～35,000人）自治体平均（250自治体） *2
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③築年別整備面積 

公共施設の築年別の整備面積を確認します。 

築年別の整備面積は、町の保有する公共施設の老朽化の度合い、すなわち今後の修繕や更新

にかかる費用の算出のベースとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            資料：固定資産台帳 

 

□昭和 50年代から平成 8年頃までに、多くの施設が整備されています。 

□平成 22年以降は、主に学校教育系施設が整備されています。 

□全施設のうち、大規模修繕工事が必要となる築後 30 年以上経過した施設が約 49.9%、建

て替え対象となる 60年以上経過した施設が約 3.7％あります。 

 

0

2,000

4,000

6,000
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10,000
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14,000
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以

前

S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

延床面積（㎡）

市民文化系施設 社会教育系施設 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 産業系施設

学校教育系施設 子育て支援施設 保健・福祉施設 行政系施設

公営住宅 公園 供給処理施設 その他

旧耐震基準（昭和56年以前） 新耐震基準（昭和57年以降）
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④耐震状況 

昭和 56 年より、国の耐震基準が変わり、新耐震基準となりました。新耐震基準では、地震

による建物の倒壊を防ぐだけではなく、建物内の人間の安全を確保することに主眼がおかれて

います。したがって、それ以前の建築物は旧耐震基準によって建築されており、耐震性能が劣

るとされています。 

本町の建物は、前ページの「築年別整備状況」に示したように、昭和 50 年代から平成 8 年

頃までのものが多く、旧耐震基準によって建設されたものもあります。 

本町では、他自治体同様、旧耐震基準の建物に対して耐震性向上の工事を施した結果、下記

のように、現在では約 81.1％の建物が新耐震基準を満たしています。今後も、安全性を確保す

るための耐震工事は進めていくことになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    資料：ヒアリングシート 

 

 

 

 

 

旧耐震基準
18.5%

旧耐震

（耐震改修中）
0.4%

新耐震基準
81.1%
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(2)インフラ施設 

インフラ施設は、生活及び産業の基盤となる施設であり、町民生活や地域経済活動を支える

ために欠かせない施設です。 

平成 27年度時点での本町の主なインフラ施設の現状は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           資料：町道台帳、農道台帳、林道台帳、 

                              橋調書、トンネル調書等庁内資料 

 

①道路（農道・林道を含む） 

本町では、農道、林道を含めた道路の総延長は 680km以上に達しています。 

町内には、火畑隧道トンネル、志佐隧道トンネル、沖浦隧道トンネル、和田隧道トンネル、

情トンネルのほか、農道にも 4基あり、合計 9基、総延長 1,614mのトンネルがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           注：町道・農道には橋りょうとトンネルを含んでいる。 

                        資料：町道台帳、農道台帳、林道台帳、 

                           橋調書、トンネル調書等庁内資料 

町道 473,802 m 872 路線

うち 橋りょう 2,671 m  （ 14,200 ㎡ ） 336 基

うち トンネル 408 m  （   2,658 ㎡ ） 5 基

農道 185,280 m 615 路線

うち 橋りょう 902 m  （   5,982 ㎡ ） 14 基

うち トンネル 1,206 m  （   9,765 ㎡ ） 4 基

林道 21,375 m 17 路線

対象施設 数量

種別 幅員別延長 面積

89,664m

115,340m

268,798m

473,802m

21,921m

150,554m

12,805m

185,280m

1,840m

13,953m

4,160m

910m

512m

21,375m

上記合計 680,457m 4,106,471m

幅員

町道

6.5m以上

3,526,078㎡
4.5m以上6.5m未満

4.5m未満

合　計

農道

4.0m以上

515,908㎡
1.8m以上4.0m未満

1.8m未満

合　計

林道

5.0m

64,485㎡

3.0m

2.5m

2.2m

2.0m

合　計
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②橋りょう 

橋りょうの整備は、昭和 40代～昭和 60年代を中心に行われていますが、戦前に整備された

橋りょうもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          資料：橋調書等庁内資料 
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44  公公共共施施設設等等のの修修繕繕・・更更新新費費用用のの見見通通しし  
 

公共施設等は当初の整備のみならず、安全で安心して使用し続けるには多額の修繕費、維持

費がかかります。総務省の指針によると建物においては概ね、整備後 30 年で大規模な修繕を

行い、60年後に建て替え時期を迎えるとされています。また、本町では概ね、道路では 15年、

橋りょうでは 60年でそれぞれ更新を行うこととしています。ここでは、今後 40年間にこれら

公共施設等の修繕、更新費用の見通しを算出します。なお、トンネルについては、その延長を

道路延長に含めて考えます。 

対象施設 区 分 更新年数 

公共施設 
大規模修繕 30 年 

建て替え 60 年 

インフラ施設 
町道・農道・林道 15 年 

橋りょう 60 年 

                    資料：総務省「更新費用試算ソフト」 

 

(1)建物施設 

現在保有している公共施設を今後も保有し続け、大規模改修（30年目）及び、更新年数経過

後（60年目）に現在と同じ規模で更新を行うこととした場合に、今後 40年間で必要となる費

用の推計を行います。下記は推計を行うために使用した国の基準工事単価表です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          資料：総務省「更新費用試算ソフト」 

施設分類 大規模改修単価 建替え単価

市民文化系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡

社会教育系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 20万円/㎡ 36万円/㎡

産業系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡

学校教育系施設 17万円/㎡ 33万円/㎡

子育て支援施設 17万円/㎡ 33万円/㎡

保健・福祉施設 20万円/㎡ 36万円/㎡

医療施設 25万円/㎡ 40万円/㎡

行政系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡

公営住宅 17万円/㎡ 28万円/㎡

公園 17万円/㎡ 33万円/㎡

供給処理施設 20万円/㎡ 36万円/㎡

その他 20万円/㎡ 36万円/㎡
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□平成 67 年度までの今後 40 年間で、総額で約 714.6 億円、年平均で約 17.9 億円がかかる

ことが推計されます。 
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(2)インフラ施設 

現在保有しているインフラ施設を今後も保有し続け、総務省の指針に準じた各施設固有の更

新期間で更新した場合に、計画期間である平成 67年度までに必要な費用を推計します。 

 

1)インフラ施設ごとの将来の更新費用 

 

①道路 

現在本町が保有する道路（農道、林道を含む）を将来も保有し続けたと仮定した場合の、将

来の更新費用を算出しました。その結果、年間 12.9 億円が見込まれます。下記は推計を行う

ために使用した国の工事単価表です。 

なお、橋りょう部分は、次ページの「②橋りょう」で、将来の更新費用を推計します。 

 

  更新単価 

町道・農道・林道 4,700 円/㎡ 

              資料：総務省「更新費用試算ソフト」 

 

将来の更新費用推計（町道・農道・林道） 

種別 面 積 更新費用／年 

町道 3,511,878 ㎡ 1,100 百万円 

農道 509,926 ㎡ 160 百万円 

林道 64,485 ㎡ 20 百万円 

合計 4,086,289 ㎡ 1,280 百万円 

       注：町道・農道の橋りょう部分は除いている。 

 

□道路は整備年度が確定できないため、現有する全道路を以前から保有するものと仮定して

います。 

□総務省指針によれば道路の更新年は 15 年であり、保有する道路全部を更新する場合の費

用を 15で割り、年間平均の更新費用を表したものが本表です。 
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②橋りょう 

総務省指針である橋りょうの更新期間60年を採用した場合、計画期間の平成67年度までに、

平成 50年度前後、平成 56～59年度、平成 63～67年度に橋りょうの更新ピークを迎えること

が推計されます。 

特に平成 59年と平成 65年度には年間 8億円を越す更新費用が必要です。下記は推計を行う

ために使用した国の工事単価表です。 

 

  橋 種 更新単価 

橋りょう 
コンクリート橋/石橋/その他 425 千円/㎡ 

鋼橋 500 千円/㎡ 

                             資料：総務省「更新費用試算ソフト」 
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2)インフラ施設にかかる将来の更新費用 

インフラ施設（企業会計分を除く）にかかる将来の更新費用の合算は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□平成 67年度までの今後 40年間で、総額で約 577.0億円、年平均で約 14.４億円がかかる

ことが推計されます。 
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3)すべての公共施設等にかかる将来の更新費用 

公共施設とインフラ施設を合わせたすべての公共施設等（企業会計分を除く）にかかる将来

の更新費用の合算は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての公共施設等の更新にかかる必要額は平成 67年度までの 40年間で約 1,291.6億円と推

計され、これを年間平均でみると約 32.3億円となります。 

一方、9ページでみたとおり、直近 10年間の普通建設事業費の平均は約 22.7億円で、この

うち公共施設とインフラ施設（道路、橋りょう）を合計した全ての公共施設等にかかる整備費

用は平均で約 16.3億円となっています。 

 

また、上述のとおり、今後 40 年間に必要な更新にかかる投資的経費、約 1,291.6 億円の内

訳は公共施設が約 714.6億円、インフラ施設が約 577.0億円となっています。 

これを年間平均でみますと、公共施設が約 17.9億円、インフラ施設が約 14.4億円となりま

す。 
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第第 22 章章  公公共共施施設設等等のの総総合合的的かかつつ計計画画的的なな管管理理にに関関すするる基基
本本的的なな方方針針  

11  計計画画期期間間  
計画期間は、将来の人口や財政の見通し等をもとに、長期的な視点に基づき検討する趣旨か

ら、平成 67年度までの 40年間とし、「周防大島町総合計画」や関連計画との整合を図りつつ、

上位・関連計画や社会情勢の変化などに対応し、適宜見直すこととします。 

 

 

22  全全庁庁的的なな取取りり組組みみ体体制制のの構構築築及及びび情情報報管管理理・・共共有有方方策策  
公共施設に関する情報は、各課が保有する施設管理台帳及び固定資産台帳などとあわせて財

産管理を所管する部署で管理する体制とします。 

公共施設の利用状況などは、各施設所管課により適時にシステム入力を行い、公共施設の現

状をいつでも把握できる状態とします。 

公共施設等に関する基本計画として位置づけられる公共施設等総合管理計画に沿って、より

具体的な個別施設計画を策定するにあたっては、全庁的な体制での検討を行っていきます。 
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33  現現状状やや課課題題にに関関すするる基基本本認認識識  
本町の人口、財政、公共施設等の現状やその修繕・更新費用の見直しを踏まえ、今後の公共

施設等の現状や課題に関する基本認識を整理します。 

 

(1)現状や課題に関する基本認識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状及び見通し 課  題 

【人口動向】 

○人口減少の進展により、公共施設等が過

剰になると予測される。 

○人口構造の変化にともない、町民ニーズ

も変化すると予測される。 

【財政】 

○生産年齢人口の減少にともない、町税収

入の減少が予測される。 

○高齢化の進展にともない、社会保障費の

増加が予測される。 

【建物施設】 

○建築後 30 年以上経過した施設が全体の

50％弱を占め、老朽化が進んでいる。 

○多くの施設が更新時期を迎えるが、施設

の維持管理、修繕、更新等を行うには費

用負担が大きくなる。 

【インフラ施設】 

○施設の老朽化が進んでいる。 

○施設の維持管理、修繕、更新等を行うに

は多額の費用負担が発生する。 

■施設の老朽化への対応 

○施設の長寿命化や予防保全によるライ

フサイクルコストの縮減が必要である。 

■施設総量の削減 

○計画的な施設総量の削減が必要である。 

■コストの縮減 

○公共施設等の維持管理、修繕、更新等に

係る費用の縮減が必要である。 

■町民ニーズや利用状況の変化への対応 

○町民ニーズや利用状況の変化に対応し

た施設配置や運営などが必要である。 
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(2)課題に対する基本的な考え方 

整理した公共施設等の課題に対して、公共施設等の管理に関する基本的な考え方を整理しま

す。ここでは、公共施設等の課題に対する公共施設等の管理に関する基本的な考え方の項目を

示しますが、その詳細は、次ページ以降に示します。 

 

課 題  公共施設等の管理に関する基本的な考え方（p.25～） 

   

■施設の老朽化への対応 

○施設の長寿命化や予防保全によ

るライフサイクルコストの縮減

が必要である。 ⇒ 

◆計画的な維持管理の実施 

→ (1)点検・診断等の実施方針 

→ (2)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

→ (3)安全確保の実施方針 

→ (4)耐震化の実施方針 

◆長寿命化の推進 

→ (5)長寿命化の実施方針 

   

■施設総量の削減 

○計画的な施設総量の削減が必要

である。 ⇒ 

◆施設総量の適正化 

→ (6)統合や廃止の推進方針 

◆地域状況に応じた効率的な施設配置 

→ (2)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

→ (6)統合や廃止の推進方針 

   

■コストの縮減 

○公共施設等の維持管理、修繕、

更新等に係る費用の縮減が必要

である。 
⇒ 

◆更新費用の縮減と平準化（維持管理費用の適正化） 

→ (2)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

→ (6)統合や廃止の推進方針 

◆適正な施設の更新と民間活力の検討 

→ (2)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

→ (6)統合や廃止の推進方針 

◆施設使用料の見直し 

→ (2)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

   

■町民ニーズや利用状況の変化へ

の対応 

○町民ニーズや利用状況の変化に

対応した施設配置や運営などが

必要である。 

⇒ 

◆民間活力の導入など幅広いサービス提供方法の検

討 

→ (2)維持管理・修繕・更新等の実施方針 
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44  公公共共施施設設等等のの管管理理にに関関すするる基基本本的的なな方方針針  
 

公共施設等の現状や課題に対する認識を踏まえたうえで、公共施設等の維持管理、修繕、更

新、長寿命化などに関する基本的な方針を以下に示します。 

 

(1)点検・診断等の実施方針 

○現状行っている定期点検を引き続き適切に行います。 

○保全マニュアルを作成し、平準化され、確実な日常点検を行えるようにします。 

○施設の安全性、耐久性、不具合性、適法性の各項目の他、施設の長寿命化を見据えて快適

性、環境負荷性、社会性の各項目についても評価を実施します。 

○各課が保有する施設管理台帳及び固定資産台帳の運用による点検・診断等を実施すること

により、施設の状況を把握し、今後の維持管理、修繕、更新を含む老朽化対策等に活用し

ます。 

○施設間における保全の優先度については、劣化診断等を実施するなどにより、経年による

劣化状況、外的負荷（気候天候、使用特性等）による性能低下状況及び管理状況を把握し、

予防保全的な観点から判断を行います。 

 

(2)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

○施設の重要度や劣化状況に応じて長期的な視点で優先度をつけて、計画的に大規模改修、

建替え等を行います。 

○町民ニーズの変化に柔軟に対応していくことを可能とするため、更新にあたっては用途変

更に対応する施設設計を行うなどの工夫をしていきます。 

○今後も維持していく公共施設については、中長期的修繕計画の策定を検討します 

○地域や住民活動団体への建物施設の譲渡や指定管理者制度の導入を進めるなど、住民との

協働による維持管理を進めます。 

○指定管理者制度やPPP/PFI等の事業手法や新しい技術、考え方などを積極的に取り入れ、

維持管理、修繕、更新等を合理的に行います。 

○維持管理、修繕、更新等を計画的に行っていくための財源を捻出するため、受益者負担の

見直しを行います。 
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(3)安全確保の実施方針 

○点検・診断等により高度の危険性が認められた公共施設等について、費用面や利用状況、

優先度などを踏まえつつ、ソフト・ハードの両面から速やかに安全を確保します。 

○安全の確保にあたっては、防災拠点かどうか、多数の町民の利用がある施設であるかどう

かなどの視点から、対応の優先度を検討します。 

○危険性があり、今後維持していくことが難しい施設は、町民の安全確保の観点から、早期

の利用中止などの措置を適切にとります。 

○老朽化等により供用廃止され、かつ今後とも利用見込みのない建物施設は、周辺環境への

影響を考慮しながら、解体、除却するなどの対策を講じ、安全性の確保を図ります。 

 

(4)耐震化の実施方針 

○地震発生時に防災拠点等としての役割を担う施設、人命及び物品の安全確保が特に必要な

建物施設は、優先的に耐震化を図ります。なお、今後「周防大島町耐震改修促進計画」の

見直しを予定しており、見直し後は、それに基づいて実施します。 

○昭和 56 年以前に建設された旧耐震基準の建物で耐震化が完了していないものは、早期に

耐震化の検討を進めます。 

○道路、橋りょうをはじめとするインフラについても耐震化の検討を進めます。 

 

(5)長寿命化の実施方針 

○今後とも保有していくと判断された施設は、定期的な点検や修繕による予防保全に努める

とともに、計画的な機能改善による施設の長寿命化を推進します。 

○町民とともに、大切に公共施設を取り扱っていくことで、長く公共施設を利活用していけ

るようにします。 

○本計画の方向性との整合を図ったうえで、個別施設のインフラ長寿命化計画の策定を進め

ます。 
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(6)統合や廃止の推進方針 

○公共施設の見直しにあたって、総量縮減は財源確保の一つの手段であると捉え、単純な面

積縮減とすることなく、既存の公共施設の状態に囚われず、今後の行政サービスに必要な

水準、機能を合理的に捉えた検討を行います。 

○公共施設の見直しにあたっては、人口の推移や財政状況、老朽度合い等を考慮し、統廃合、

集約化、複合化を進めるため、全庁的な観点から再編を進めます。 

○当該サービスが公共施設等を維持しなければ提供不可能なものであるか、民間に代替でき

ないかなど、公共施設等とサービスの関係について十分に留意します。 

○少子高齢化や人口減少、地区ごとの人口動態の変化、町民ニーズなどに対応した公共施設

等の多機能集約化（1 つの公共施設に複数の機能を盛り込み、スペース効率の改善と機能

間の連携性を高める取り組み）の取り組みを進めます。 

○近隣市町との広域連携を一層進めていき、広域的観点から必要な公共施設等の保有量を検

討します。 

○インフラについても、必要性の精査を十分に行い、将来コストを見据えた保有量に抑えま

す。 

 

(7)総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

○職員一人ひとりが、経営的視点を持って、全体の最適化を意識した公共施設マネジメント

の視点を持つため、研修会等を実施します。 

○本町では、これまでも、民間活力の活用を意図した指定管理者制度の積極的な導入を進め

てきましたが、検証を行い、町民サービスの向上に努めるとともに、導入していない施設

については同制度の導入について検討を進めます。 
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55  数数値値目目標標のの設設定定  
 

 

 

 

 

 

 

(1)建物の削減について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設のうち、建物のみについて、平成 67年度までの 40年間に必要な更新、改修費用の

平均と、平成 17年度から平成 26年度までの 10年間の実績値の平均を比較しました。 

その結果、過去 10 年間の実績値の平均 12.3 億円に対し、平成 67 年度までの将来に必要な

更新、改修費は 17.9億円とこれまでに比べ、45.5%の増となっています。 

これを削減率でみますと 31.3%の削減を行わなければならないこととなります。 

周防大島町では今後 40 年間で、 

・建物施設の延床面積は、66.6%の削減に努めます。 

・建物施設、インフラ施設とも、運営方法などの見直しによって従来比 20%の経費削減に努

めます。 
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(2)インフラの削減について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設のうち、インフラについて、平成 67年度までの 40年間に必要な更新、改修費用の

平均と、平成 17年度から平成 26年度までの 10年間の実績値の平均を比較しました。 

過去 10年間の実績値の平均 4.1億円に対し、平成 67年度までの将来に必要な更新、改修費

は 14.4億円とこれまでに比べ、251.2%の増となっています。 

これを削減率でみますと 71.5%の削減を行わなければならないこととなります。 
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(3)公共施設全体の削減について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設とされる、建物、インフラの合計において、平成 67年度までの 40年間に必要な更

新、改修費用の平均と、平成 17年度から平成 26年度までの 10 年間の実績値の平均を比較し

ました。 

過去 10 年間の実績値の平均 16.3 億円に対し、平成 67 年度までの将来に必要な更新、改修

費は 32.3億円とこれまでに比べ、98.2%の増となっています。 

これを削減率でみますと 49.5%の削減を行わなければならないこととなります。 

建物施設は今後の統廃合等により、保有面積を削減することが可能ですが、インフラについ

ては施設を削減することは非現実的であり、経費等の削減、あるいは運営方法のみなおしとい

った対策で削減する必要があります。また、建物施設についてもインフラ同様、経費、運営方

法の見直しも必要です。 
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(4)建物施設の保有面積の削減について 

ここで、建物施設の保有面積削減率を x、公共施設全体の経費等削減率を y とした場合、次

の式で表されます。 

 

49.5%削減後の平成 67年度までの全体経費年平均額＝ 

（現在の建物施設保有面積×(1-x)）×(平成 67年度までの建物施設にかかる経費年平均額×

(1-y))+ (平成 67年度までのインフラ施設にかかる経費年平均額×(1-y)) 

 

この式に以下の推計値を代入すると、 

  49.5%削減後の平成 67年度までの全体経費年平均額＝16.3億円 

  平成 67年度までの建物施設にかかる経費年平均額＝17.9億円 

  平成 67年度までのインフラ施設にかかる経費年平均額＝14.4億円 

ここで努力目標として、y＝20%とすると、x＝66.6%と算出されます。 
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66  フフォォロローーアアッッププのの実実施施方方針針  
 

○本計画の内容については、今後の財政状況や環境の変化に応じて、適宜見直しを行います。 

○本計画の実効性を高めるため、施設類型の枠を越えた具体的な施設の再配置を定める実施

計画の策定に努め、進行管理と計画の見直しを行います。 

○公共施設等の適正配置の検討にあたっては、議会や町民に対し随時情報提供を行い、自然

体で認識の共有化を図ります。 
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第第 33 章章  施施設設類類型型別別のの基基本本的的なな方方針針  
11  建建物物施施設設  

 

 大分類 現状や課題に関する基本認識 管理に関する基本的な考え方 

1 市民文化系施設：集

会施設、文化施設 

 

○本町の集会施設は建設年度も規

模もまちまちであり、利用状況

の差も大きくなっています。 

○旧秋分校は一部撤去を行った上

で、その他部分を集会施設とし

て利用しています。 

○人口の減少や人口構成の変化や

市民ニーズの変化により、稼働

率の低い施設が存在します。 

○バリアフリー化が進んでいない

施設が存在します。 

○現在の施設の設置目的を不変の

ものと捉えず、施設を社会資源

と考え、その有効活用を目指し

ます。  

○施設の機能の集約化・複合化に

より、効率的な運営を図ること

を目指します。  

○各施設の方向性や規模について

は、利用実態や本町の状況、整

備後の運営体制を踏まえたうえ

で決定します。 

○町民の主体的なまちづくりを促

進する施設利用を進めます。  

○人口動態を踏まえ、町全体での

施設の数・規模は縮小します。  

○バリアフリー化など、施設を安

全に安心して使えるよう改善、

改修に努めます。 

2 社会教育系施設：図

書館、博物館等 

○本町では多くの郷土資料館等を

保有していますが、非常に古い

木造のものも多く、今後の再編

が望ましいと考えています。 

○図書館は、総合センターや文化

センターなどと併設して、旧 4

町に 1ずつ設置しています。 

○既存施設の有効利用を図るた

め、可能な範囲で施設・設備の

保全を図り、段階的な再編を進

めます。  

○存続が決定した施設は、施設の

有効利用のため、計画的な施

設・設備の更新・保全に努めま

す。 

3 スポーツ・レクリエ

ーション系施設：ス

ポーツ施設、レクリ

エーション施設・観

光施設、保養施設 

○本町のスポーツ・レクリエーシ

ョン施設はほとんどが 1980 年

代以降に建設された新しいもの

となっています。一部、旧耐震

基準の施設も存在します。 

○町合併後の合理的な施設配置を

目指し再編する計画です。 

○また、一部旧耐震対応の施設や

木造建屋については早急に将来

の改修計画を策定します。 
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 大分類 現状や課題に関する基本認識 管理に関する基本的な考え方 

4 産業系施設 

 

○本町の産業系施設は農産物加

工・直売施設が主となっていま

す。そのほとんどが 1980年代以

降に建設された新しいものとな

っています。一部、旧耐震基準

の施設も存在します。 

○今後の老朽化に備え、現在の良

好な施設の維持・管理に努めて

いくこととします。 

5 学校教育系施設：学

校、その他教育施設 

 

○ほとんどが 1980 年代以降に建

設された新しいものとなってい

ます。一部、旧耐震基準の施設

も存在します。 

○また、施設数は多いものの、下

記のようにすでに使用をしてい

ないもの、今後使用を中止する

ものなどが多数存在します。 

○情島小学校、情島中学校は 29年

3月で休校します。 

○旧三蒲小学校は 1F のみパプリ

カ栽培研修センターとして活用

しています。（所轄は教委のま

ま） 

○旧和田小学校は 28年 4月政策企

画課に移管しました。 

○旧油田中学校は危険校舎につ

き、立入禁止にしています。た

だし、解体計画はありません。 

○椋野教職員住宅は 28年 8月、三

蒲教職員住宅は 28年6月にそれ

ぞれ解体されました。 

○新開教職員住宅は使用していま

せん。 

○情島教職員住宅は施設は新しい

ものの情島小中学校が休校とな

るため 29年4月から使用しませ

ん。  

○小松開作職員住宅は使用してい

ません。 

○長崎一般住宅（中電 旧散宿所）

は建物が存在するだけで使用し

ていません。 

○本町村合併後の合理的な施設配

置を目指し再編する計画です。 

○また、一部旧耐震対応の施設や

木造建屋については早急に将来

の改修計画を策定します。 

○今後、4中学校の統廃合を検討し

ますが、小学校との複合も視野

にいれ、小学校の統廃合も含め

て計画していきます。 
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 大分類 現状や課題に関する基本認識 管理に関する基本的な考え方 

6 子育て支援施設：幼

保・こども園、幼

児・児童施設 

○古くから整備されてきた関係

で、古い施設と新しい施設の差

が大きい状態となっています。

とくに蒲野保育所は 1966 年度

建設のブロック造であり見劣り

がします。 

○統廃合の検討結果、存続が決定

した各施設の改修・建替えの時

期を具体化します。 

○その際、統廃合のみを目的にせ

ず、複合化など新しい手法を取

り入れていきます。 

7 保健・福祉施設：高

齢福祉施設、障害福

祉施設、児童福祉施

設、保健施設、その

他社会保険施設 

 

○本町の保健・福祉施設は数の上

ではたいへん充実しており、し

かも建設年度も比較的新しく、

耐震性にも問題がないものが多

くなっています。 

○しかし、中には古く見劣りのす

る施設も存在し、これらの改修

または統廃合が今後課題となっ

てきます。 

○旧久賀町立椋野保育所について

は目的外利用として現在、デイ

サービスとして使用していま

す。 

○保健・福祉施設については現在

の良好な施設の維持・管理に努

めていきます。 

○一部老朽化した施設については

統廃合の検討結果、存続が決定

した各施設の改修・建替えの時

期を具体化します。 

○その際、統廃合のみを目的にせ

ず、複合化など新しい手法を取

り入れていきます。 

8 行政系施設：庁舎

等、消防施設、その

他行政系施設 

○本町の消防施設を含めた庁舎は

すべて昭和 57 年以降に建設さ

れた新耐震基準の建物となって

います。 

○唯一、昭和 53年に旧耐震基準で

建設された旧日良居中学校は平

成 26 年度に耐震補強工事を含

む補修工事を完了し、現在は介

護保険課と健康増進課が日良居

庁舎として利用しています。 

○行政施設については現在の良好

な施設の維持・管理に努めてい

くこととします。 
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 大分類 現状や課題に関する基本認識 管理に関する基本的な考え方 

9 公営住宅 ○本町では44団地682戸の町営住

宅を管理しています。 

○その構造別割合は、木造 24.9％、

簡易耐火平家 0.9％、簡易耐火二

階 54.4％、耐火構造 20.7％とな

っています。 

○トイレの水洗化率は 57.8％、洋

式便座の設置率は 63.5％、住戸

内のバリアフリー化率は 26.0％

となっています。 

○また、既に耐用年限を経過した

住宅が約 23.0％、計画の目標年

度である平成 34 年度末には約

44.6％に達するなど老朽住宅が

多い状況となっています。 

○真宮住宅についてはすでに解体

しました。 

○修繕、改善等に係る長期的な方

針を定め、計画的な維持管理を

推進します。 

○町営住宅の質の向上のため以下

の 5つの施策を実施します。 

◇居住性の向上、高齢者の安全

性の確保などを目的とした改

善を計画的に進めます。 

◇修繕、改善等の事業を着実に

進めるため長期的な計画を策

定し、事業量の平準化を図り

ます。 

◇町営住宅ストックを長期間有

効に活用するため、定期点検、

予防保全的な維持管理を実施

します。 

◇整備、修繕、定期点検等の管

理データを住棟単位で一元的

に整理し、随時確認できる仕

組みを整備します。 

◇建替えは、久賀地区の山下浜

住宅、新開青木住宅、洲崎漁

民住宅の 3 団地について、利

便性の高い適地に統合して行

うこととします。 

10 公園 ○町内 3 ヶ所の児童公園のうち、

久賀地区児童公園には 1998 年

に建設された公衆便所がありま

す。 

○すべて比較的新しい施設です

が、今後も現在の良好な施設の

維持・管理に努めていくことと

します。 

11 供給処理施設 ○本町の供給処理施設 4 施設はす

べて 1985 年以降に新耐震基準

建設された新しい施設です。 

○しかし、衛生センター及び情島

衛生センターはそれぞれ 1985

年、1987 年の建設ですでに 30

年を経過しており、大規模改修

の時期を迎えています。 

○供給処理施設については現在の

良好な施設の維持・管理に努め

ていくこととします。 
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 大分類 現状や課題に関する基本認識 管理に関する基本的な考え方 

12 その他 ○本町では元来の用途ではその役

目を果たし終わった施設を他の

用途に転用するなどして建物の

長期使用を図ってきました。 

○しかし、それゆえに非常に古い

施設も「その他」施設として残

存している状況にあります。 

○なお、久賀火葬場は現在使用休

止中で解体を検討しています。 

○一部の施設の老朽化が進行する

中で、安全を確保するためにも、

改修・建替えの時期を具体化す

る必要があります。 

○その際、統廃合のみを目的にせ

ず、複合化など新しい手法を取

り入れていきます。 
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22  イインンフフララ施施設設  
 

 大分類 現状や課題に関する基本認識 管理に関する基本的な考え方 

1 道路、橋りょう、ト

ンネル 

○道路については、必要に応じた

補修を随時行っています。 

○本町には古くから整備されてき

た橋梁が全部で 350 基あり、最

も古いものでは 1920 年に整備

されており、老朽化しているも

のも多数存在します。 

○橋りょうの点検は、「山口県 橋

梁点検要領」に基づき、原則 5

年に 1 回行うことを基本として

います。地震時や集中豪雨など

によって、橋りょうが予期せぬ

状況にさらされた場合には、緊

急点検を実施します。点検の結

果、異常が発見された橋りょう

については、詳細な調査を実施

することにしています。 

○なお、橋りょうの損傷度を把握

し、補修が必要な橋りょうの優

先順位を決定し、計画的に順次

補修を実施しています。 

○トンネルは 9 基を有し、最も古

い沖浦隧道トンネルは 1921 年

の建設です。 

○これまでの必要に応じた補修で

はなく、予防的、計画的な補修

を行い、毀損前の手当てにより、

維持管理コストの削減に努めま

す。 

○近い将来、一斉に更新時を迎え

ることが予想されるため、従来

の壊れてから直す〔事後保全〕

で補修をした場合、一度に大規

模な補修費や架替え費用が必要

になり、対応ができなくなる恐

れがあります。そのため、損傷

が小さいうちから計画的に行う

予防的な補修〔予防保全〕で維

持管理することで、長寿命化並

びに補修費用を縮減します。ま

た、計画的に予防的な補修を行

うことで維持管理費用の平準化

及び縮減ができます。  

 

2 公園 ○町内 3 ヶ所の児童公園には遊具

一式があり、ほとんどが 1990年

代後半に整備された比較的新し

いものとなっています。 

○安全点検などにより異常の有無

を確認し、迅速な安全対策や損

傷の拡大予防により、施設の延

命化を図ります。 
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第第 44 章章  再再配配置置にに関関すするる基基本本的的なな方方針針  
 

本町では、施設の機能集約と遊休資産となった施設の外部利用（売却、賃貸借）や取り壊し

などを進めることにより、施設総量の削減を図りながら、公共施設の老朽化や更新費用の増大、

人口減少等の社会経済情勢の変化などに対応します。 

そして、次に示す基本方針にもとづいて、再配置を実行します。 

 

◆機能集約と複合化 

○全町的な視点から、同種の機能を有する施設については、機能集約を図ります。 

○異なる機能の施設でも、近隣の施設における活用可能なスペースを利用して、複合化を進

めます。 

○機能集約や複合化により、将来にわたって維持管理する施設については、現在の建物を複

合施設として改築修繕したうえで、より長期にわたって使用できるように、ライフサイク

ルコストの縮減を念頭に、計画的な点検や修繕、長寿命化を図る改修を行い、財政負担の

軽減や平準化を図ります。 

 

◆他用途への転換、廃止や統廃合、遊休資産となった施設の処分 

○町全体として住民サービスへの影響を極力抑えることを念頭に、低利用の機能については、

廃止や統廃合を検討します。 

○機能集約や複合化、廃止や統廃合などにより遊休資産となった施設については、売却や賃

貸借による外部利用、民間貸与、そして取り壊しなどを進めます。 

 

 


